
 

船舶インシデント調査報告書 

平成３０年３月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航阻害 

発生日時 平成２９年３月１１日 １０時１５分ごろ 

発生場所 北海道羅臼
ら う す

町羅臼港南方沖 

 羅臼港西防波堤灯台から真方位１８０°９３０ｍ付近 

 （概位 北緯４４°００.５′ 東経１４５°１１.９′） 

インシデントの概要  漁船第五十三寶来
ほうらい

丸は、航行中、海氷に閉じ込められて運航が阻害

された。 

インシデント調査の経過 平成２９年３月１７日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第五十三寶来丸、１９トン 

ＨＫ２－２０２３４（漁船登録番号）、有限会社丸宝魚津漁業 

乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２、気温 ０℃、視界 良

好 

海象：潮流 南西流、潮汐 低潮時（０７時０１分）、高潮時（１３

時３２分） 

インシデントの経過 本船は、船長ほか６人が乗り組み、羅臼港南東方沖３海里（Ｍ）付

近で操業を行った後、同港東南東方沖５.５Ｍ付近で揚網を開始した

が、海氷が支障となって揚網できないので、刺し網を戻して平成２９

年３月１１日０９時００分ごろ帰航を開始した。 

本船は、羅臼港まで約１Ｍのところで海氷の間隔が狭くなったので

減速し、１０時１５分ごろ同港南方沖で海氷に閉じ込められた。 

本船は、１４時００分ごろから砕氷しながら羅臼港に向かい、１５

時５０分ごろ自力で入港した。 

羅臼漁業無線局は、０８時００分ごろ地元漁船に対して帰航するよ

う漁業用無線で注意を喚起していた。 

分析  本船は、羅臼港東南東方沖において、海氷が陸岸に向けて接近して

いる状況下、帰航の時機を失したことから、同港南方沖を航行中、海

氷に閉じ込められ、運航が阻害されたものと考えられる。 

海氷は、本インシデント当時、風力２の東南東風が吹き、上げ潮の

南西流があったことから、陸岸に接近したものと考えられる。 

原因 

 

 

 本インシデントは、本船が、羅臼港東南東方沖において、海氷が陸

岸に向けて接近している状況下、帰航の時機を失したため、同港南方

沖を航行中、海氷に閉じ込められたことにより発生したものと考えら



 

れる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・漁業協同組合内において、海氷が接近した場合の出港中止基準、

操業中止基準などを定めておくことが望ましい。 

  ・漁業無線局は、レーダーを活用することなどにより、積極的に海

氷情報を入手し、地元漁船に対して適時かつ速やかに情報提供を

行うことが望ましい。 

  ・地元漁船は、漁業無線局の情報などを積極的に入手し、海氷の接

近が予測される場合には、出港を控えること。また、時機を失す

ることなく操業を中止し、直ちに帰航することが望ましい。 

 


